
病気やケガで倒れてしまったら…？
そんなことを考えたことがありますか？

家族の生活
は…？

従業員への
負担は…？

そんなときにお役に立つ制度が　
福岡県医師会にあるのをご存知ですか？

大切な患者
さんは…？
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入院だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養による
就業不能時も補償します。

自宅療養も補償

健康状態に関する告知のみでご加入OK
手続きカンタン

保険期間中に事故がない場合は、保険料の20%を
お戻しします。
※中途脱退の場合、返れい金はありません。

無事故戻し20%

このご案内は概要を説明したものです。
ご加入手続きその他この保険の詳細につきましては取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。

所得補償保険は病気やケガで仕事ができなくなった時など就業不能期間の所得を補償する保険です。

団体割引

20％
団体割引

20％

〈引受保険会社〉 お問い合わせ先

〒812－0016
福岡市博多区博多駅南2－9－30
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）
TEL：092－431－4847　FAX：092－431－4811

〈取扱代理店〉
福岡県医師会設立会社

株式会社ケンイ

20％

診査
不要

※告知された内容によっては、ご加入をお断りする場合や特別な
　条件付きでご加入いただく場合があります。

福岡支店営業第一課
〒812-8668
福岡市博多区博多駅前2－5－17
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）
TEL：092－481－5310

※無事故戻し　306,000円 × 20％ ＝ 61,200円 をお戻しします。

保険料の無事故戻し制度

『福岡県医師会団体所得補償保険』で十分な休診補償をお備えください！

１年間無事故で保険金のご請求をされなかった場合は、保険料の20％を無事故戻し返れい金
としてお戻しします。

☆45～49歳　 ☆補償月額100万円　 ☆保険期間１年　 ☆職種級別１級　 ☆支払対象外期間４日間

☆団体割引20％適用　　☆対象期間１年　　☆月払保険料25,500円（年間保険料306,000円）

☆天災危険補償特約、入院による就業不能時追加補償特約（支払対象外期間０日）、精神障害拡張補償特約セット

保険料
例

20％

年間保険料 306,000円

61,200円

平常時の医業収入（平均）   758万円／月

（例）個人診療所の院長先生が休診した場合…

中央社会保険医療協議会
『医療経済実態報告』
無床診療所平均（平成27年度）

中央社会保険医療協議会「医療経済実態調査（平成27年6月）」より

毎月　493万円＋αの費用が
必要となります。

上記例の場合

　 
『現在の生活水準維持』
『従業員の給与補償』
『診療所家賃・リース・借入金返済等』
など、休診となっても 平常時に近い
大きな経費・出費を毎月余儀なくさ
れます。

収入がストップした状況で、薬品・材料費
179万円／月

従業員の給与補償

休診時不要

診療所家賃 リース費用
借入金返済 減価償却
保険料 その他の費用…

157万円／月 201万円／月

現在の生活水準の維持
現在の生活費
マイホームのローン
子供の教育費 保険料 貯蓄…

（税引き前所得223万円／月
 所得税・住民税率50％
　　控除額280万円として試算）

税引き後手取り
135万円／月

50万円／月以上

代診医師　雇入費用
診療継続のため、代診医師を雇い入れる場合は、非常に高額
の費用負担となり医業経営に大きな支障をきたします。経営
の安定には、先生ご自身の休業補償だけでなく、代診医師の
補償も必要です。

「厚生労働省 平成26年 患者調査より」

□平均在院日数

平均入院日数は脳血管疾患
で約90日、高血圧で約61日。
さらに自宅療養期間も加わり、
長期間の休診が避けられません。

①個室ベッド2～6万円／1日
②治療費負担（1日あたり）

がん　　　2.5万円
心筋こうそく  2.1万円
脳出血　   1.9万円

医療費負担

さらに、医療費の負担
も発生します。

税引き後手取り
135万円／月

（団体所得補償保険、団体長期障害所得補償保険）



※本保険は、介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険料および葬祭
　費用補償特約保険料を除きます。
　また、事業主費用追加補償特約をセットするプランは、全額控除対象外となります。（令和5年5月現在）

休診補償制度の特長（所得補償保険／団体長期障害所得補償保険）

1年プラン（所得補償保険）

20％

病気・ケガで入院または医師の指示による自宅療養中の月々の所得を補償します！
●業務中・業務外、国内・国外、病気・ケガを問わず幅広く補償します。

1
代診の有無に関わらず保険金をお支払いします！2
入院時も手厚い補償！ 対象期間は最長1年間！
●従来は、就業不能開始後から支払対象外期間を超えかつ対象期間（1年）が限度でしたが、入院の場合は、支払対象外期間の間
　の入院期間についても補償します。保険金を受け取られても、通算して1,000日分保険金を受け取られるまで継続できます。

3

健康状態に関する告知のみでご加入OK！
●告知内容・過去の傷病歴等により、特別な条件付きでご加入いただく場合やご加入をお断りする場合があります。
●前年度の保険金支払い状況により、特別な条件付きでご加入いただく場合やご加入をお断りする場合があります。

4

団体割引20％適用！さらに1年間無事故なら保険料の20％をお返し！
●福岡県医師会を保険契約者とする団体契約のため、個人で加入されるよりもお得です。
※中途脱退の場合、返れい金はありません。

5

精神障害も補償します！
●気分障害（躁病、うつ病等）、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害が補償対象となります。
　（アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象にはなりません。）

6

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガでの就業不能も補償！7

ロングサポートプラン（団体長期障害所得補償保険）

長期の補償で本当の安心、対象期間は最長満70歳まで！
●病気やケガにより長期間の療養が必要になっても、最長満70歳まで月々の所得の減少分を補償します。
●保険始期日時点での年齢が満65歳～69歳の場合の対象期間は、一律3年間となります。

1

精神障害も補償します！
●気分障害（躁病、うつ病等）、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害が補償対象となります。
　（血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象にはなりません。）
※保険金のお支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年が限度となります。

4

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガでの就業障害も補償！5

復職後も減収した収入を補償2

健康状態に関する告知のみでご加入OK！
●告知内容・過去の傷病歴等により、特別な条件付きでご加入いただく場合やご加入をお断りする場合があります。
●前年度の保険金支払い状況により、特別な条件付きでご加入いただく場合やご加入をお断りする場合があります。

3
●復職しても、20％を超える所得の喪失がある場合は、その割合に応じて保険金をお支払いします。

このプランに加入できるのは医師が一名の医療法人が対象になります。その他適用には条件があります。

①「休診期間中の事業支出」を補償します①「休診期間中の事業支出」を補償します

②補償限度額（保険金額）は事業支出（固定費）を基準に設定可能②補償限度額（保険金額）は事業支出（固定費）を基準に設定可能

③「代診医」の雇い入れ費用とセットにすることも可能です③「代診医」の雇い入れ費用とセットにすることも可能です

万一先生が病気・ケガで働けなくなった時、代診医師の雇い入れ費用を補償します。

ご自身の費用とは別に加入できます。代診費用単独での加入も可能です。

代診医　人件費事例代診医　人件費事例 日本医事新報　求人情報より日本医事新報　求人情報より

○内　科　　（事例1）　　日給96,000円
　　　　　　（事例2）　　日給8万円　　　　 　 「日本医事新報　No.4538号」より
○小児科　　（事例1）　　日給5万円　　　　　  「日本医事新報　No.4537号」より
○眼　科　　（事例1）　　日給8～15万円　　　 「日本医事新報　No.4538号」より
　　　　　　（事例2）　　日給75,000円　　 　 「日本医事新報　No.4536号」より

○内　科　　（事例1）　　日給96,000円
　　　　　　（事例2）　　日給8万円　　　　 　 「日本医事新報　No.4538号」より
○小児科　　（事例1）　　日給5万円　　　　　  「日本医事新報　No.4537号」より
○眼　科　　（事例1）　　日給8～15万円　　　 「日本医事新報　No.4538号」より
　　　　　　（事例2）　　日給75,000円　　 　 「日本医事新報　No.4536号」より

①代診医師の給与等費用の他、求人費用も補償①代診医師の給与等費用の他、求人費用も補償

②ご自身の所得補償とは別に加入可能②ご自身の所得補償とは別に加入可能

もし先生が倒れ、診療継続のため代診医師を雇い入れる場合、その費用は非常に高額な負担となり、医業経営に大きな支障を
きたします。医業経営の安定のためには、院長ご自身の休業補償だけでは不足であり、院長の代わりに診療をしてくれる代診医
師の費用の補償が必要です。そのために生まれたのが、代診費用保険です。

代診費用補償プラン
診療継続のために代診医師を雇い入れる費用を補償診療継続のために代診医師を雇い入れる費用を補償

〈事業主費用補償特約〉

事業主費用追加補償プラン
事業を一時的に休止せざるを得ない場合の事業支出（固定費）を補償事業を一時的に休止せざるを得ない場合の事業支出（固定費）を補償

〈事業主費用追加補償特約〉

先生の医業と生活をお守りします！

休診補償制度
（1年プラン）で加入

「事業主費用追加
補償プラン」

この事業支出
(固定費)を

で補償します！

医師、歯科医師の
役員報酬

休診の場合、
支出となりません

変動費
（医薬品費、材料費、光熱費等）

医療機器の
リース料

クリニックの
賃料

従業員の
給与支払い

医療法人の
事業支出の例
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変動費
（医薬品費、材料費、光熱費等）

医療機器の
リース料

クリニックの
賃料

従業員の
給与支払い

医療法人の
事業支出の例



病気やケガで倒れてしまったら…？
そんなことを考えたことがありますか？

家族の生活
は…？

従業員への
負担は…？

そんなときにお役に立つ制度が　
福岡県医師会にあるのをご存知ですか？

大切な患者
さんは…？

SJ23-02783（2023/06/07作成）

入院だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養による
就業不能時も補償します。

自宅療養も補償

健康状態に関する告知のみでご加入OK
手続きカンタン

保険期間中に事故がない場合は、保険料の20%を
お戻しします。
※中途脱退の場合、返れい金はありません。

無事故戻し20%

このご案内は概要を説明したものです。
ご加入手続きその他この保険の詳細につきましては取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。

所得補償保険は病気やケガで仕事ができなくなった時など就業不能期間の所得を補償する保険です。

団体割引

20％
団体割引

20％

〈引受保険会社〉 お問い合わせ先

〒812－0016
福岡市博多区博多駅南2－9－30
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）
TEL：092－431－4847　FAX：092－431－4811

〈取扱代理店〉
福岡県医師会設立会社

株式会社ケンイ

20％

診査
不要

※告知された内容によっては、ご加入をお断りする場合や特別な
　条件付きでご加入いただく場合があります。

福岡支店営業第一課
〒812-8668
福岡市博多区博多駅前2－5－17
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）
TEL：092－481－5310

※無事故戻し　306,000円 × 20％ ＝ 61,200円 をお戻しします。

保険料の無事故戻し制度

『福岡県医師会団体所得補償保険』で十分な休診補償をお備えください！

１年間無事故で保険金のご請求をされなかった場合は、保険料の20％を無事故戻し返れい金
としてお戻しします。

☆45～49歳　 ☆補償月額100万円　 ☆保険期間１年　 ☆職種級別１級　 ☆支払対象外期間４日間

☆団体割引20％適用　　☆対象期間１年　　☆月払保険料25,500円（年間保険料306,000円）

☆天災危険補償特約、入院による就業不能時追加補償特約（支払対象外期間０日）、精神障害拡張補償特約セット

保険料
例

20％

年間保険料 306,000円

61,200円

平常時の医業収入（平均）   758万円／月

（例）個人診療所の院長先生が休診した場合…

中央社会保険医療協議会
『医療経済実態報告』
無床診療所平均（平成27年度）

中央社会保険医療協議会「医療経済実態調査（平成27年6月）」より

毎月　493万円＋αの費用が
必要となります。

上記例の場合

　 
『現在の生活水準維持』
『従業員の給与補償』
『診療所家賃・リース・借入金返済等』
など、休診となっても 平常時に近い
大きな経費・出費を毎月余儀なくさ
れます。

収入がストップした状況で、薬品・材料費
179万円／月

従業員の給与補償

休診時不要

診療所家賃 リース費用
借入金返済 減価償却
保険料 その他の費用…

157万円／月 201万円／月

現在の生活水準の維持
現在の生活費
マイホームのローン
子供の教育費 保険料 貯蓄…

（税引き前所得223万円／月
 所得税・住民税率50％
　　控除額280万円として試算）

税引き後手取り
135万円／月

50万円／月以上

代診医師　雇入費用
診療継続のため、代診医師を雇い入れる場合は、非常に高額
の費用負担となり医業経営に大きな支障をきたします。経営
の安定には、先生ご自身の休業補償だけでなく、代診医師の
補償も必要です。

「厚生労働省 平成26年 患者調査より」

□平均在院日数

平均入院日数は脳血管疾患
で約90日、高血圧で約61日。
さらに自宅療養期間も加わり、
長期間の休診が避けられません。

①個室ベッド2～6万円／1日
②治療費負担（1日あたり）

がん　　　2.5万円
心筋こうそく  2.1万円
脳出血　   1.9万円

医療費負担

さらに、医療費の負担
も発生します。

税引き後手取り
135万円／月

（団体所得補償保険、団体長期障害所得補償保険）



新規用

口数 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 対応型コード

1 1,270 1,480 1,780 2,150 2,550 2,950 3,130 3,240 3,240 4,960 6,730 S16

5 6,350 7,400 8,900 10,750 12,750 14,750 15,650 16,200 16,200 24,800 33,650 S16×5

10 12,700 14,800 17,800 21,500 25,500 29,500 31,300 32,400 32,400 49,600 S16×10

15 19,050 22,200 26,700 32,250 38,250 44,250 46,950 48,600 48,600 S16×15

20 25,400 29,600 35,600 43,000 51,000 59,000 62,600 64,800 64,800 S16×20

30 38,100 44,400 53,400 64,500 76,500 88,500 93,900 97,200 97,200 S16×30

＜男性＞

口数 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 対応型コード

1 1,058 1,167 1,470 2,285 3,534 5,592 7,888 8,959 7,618 L1

5 5,290 5,835 7,350 11,425 17,670 27,960 39,440 44,795 38,090 L1×５

10 10,580 11,670 14,700 22,850 35,340 55,920 78,880 89,590 76,180 L1×10

＜女性＞

口数 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 対応型コード

1 906 1,231 1,862 3,110 4,746 6,975 8,667 8,497 6,486 L1

5 4,530 6,155 9,310 15,550 23,730 34,875 43,335 42,485 32,430 L1×５

10 9,060 12,310 18,620 31,100 47,460 69,750 86,670 84,970 64,860 L1×10

口数 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 対応型コード

1 1,270 1,480 1,780 2,150 2,550 2,950 3,130 3,240 3,240 4,960 6,730 HH1

3 3,810 4,440 5,340 6,450 7,650 8,850 9,390 9,720 9,720 14,880 20,190 HH1×3

5 6,350 7,400 8,900 10,750 12,750 14,750 15,650 16,200 16,200 24,800 33,650 HH1×5

10 12,700 14,800 17,800 21,500 25,500 29,500 31,300 32,400 32,400 49,600 HH1×10

15 19,050 22,200 26,700 32,250 38,250 44,250 46,950 48,600 48,600 HH1×15

20 25,400 29,600 35,600 43,000 51,000 59,000 62,600 64,800 64,800 HH1×20

30 38,100 44,400 53,400 64,500 76,500 88,500 93,900 97,200 97,200 HH1×30

口数 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 対応型コード

1 1,270 1,480 1,780 2,150 2,550 2,950 3,130 3,240 3,240 4,960 6,730 JT1

3 3,810 4,440 5,340 6,450 7,650 8,850 9,390 9,720 9,720 14,880 20,190 JT1×3

5 6,350 7,400 8,900 10,750 12,750 14,750 15,650 16,200 16,200 24,800 33,650 JT1×5

10 12,700 14,800 17,800 21,500 25,500 29,500 31,300 32,400 32,400 49,600 JT1×10

15 19,050 22,200 26,700 32,250 38,250 44,250 46,950 48,600 48,600 JT1×15

20 25,400 29,600 35,600 43,000 51,000 59,000 62,600 64,800 64,800 JT1×20

30 38,100 44,400 53,400 64,500 76,500 88,500 93,900 97,200 97,200 JT1×30

・ 保険料は、保険始期日（または中途加入日）時点の満年齢によります。
・ 年齢は、保険期間の初日現在（中途加入の場合は中途加入日時点)の満年齢とします。

150万円

200万円

50万円

満　年　齢　別　月　払　保　険　料　（円）

300万円

　②ロングサポートプラン

　④事業主費用補償プラン  

100万円

150万円

200万円

300万円

100万円

満　年　齢　別　月　払　保　険　料　（円）

100万円

10万円

50万円

30万円

保険金額

10万円

30万円

団体所得補償保険  月払保険料表(表）

満　年　齢　別　月　払　保　険　料　（円）

満　年　齢　別　月　払　保　険　料　（円）

保険金額

50万円

100万円

100万円

保険金額

150万円

50万円

保険金額

10万円

令和5年度版

　①１年プラン

　③代診費用補償プラン  

10万円

200万円

300万円

保険金額

10万円

50万円
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